
附則 

 

藤沢市建築基準等に関する条例の解説 

118 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

（藤沢市中高層建築物の日影に関する条例及び藤沢市住宅等地下室の容積率緩和の制限に関する条

例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。  

（１）藤沢市中高層建築物の日影に関する条例（昭和５３年藤沢市条例第２８号） 

（２）藤沢市住宅等地下室の容積率緩和の制限に関する条例（平成１８年藤沢市条例第７号） 

 （経過措置） 

３ この条例の施行前に法第６条第１項（第８７条第１項又は第８７条の４において準用する場合を含

む。）若しくは法第６条の２第１項（第８７条第１項又は第８７条の４において準用する場合を含む。）

の規定による確認の申請又は法第１８条第２項（第８７条第１項又は第８７条の４において準用する

場合を含む。）の規定による通知がされた建築物の計画に係る審査については、なお従前の例による。  

４ この条例の施行前に次の表の左欄に掲げる神奈川県建築基準条例（昭和３５年神奈川県条例第２８

号。以下「県条例」という。）の規定に基づき市長がした許可を受けている建築物については、同表

の当該項の右欄に掲げるこの条例の規定により市長がした許可を受けているものとみなす。 

県条例の規定 この条例の規定 

県条例第４条ただし書 第６条ただし書 

県条例第５条ただし書 第１１条ただし書 

県条例第１２条ただし書 第１７条ただし書 

５ 第１２章の規定については、この条例の施行の日後にした行為に対して適用するものとし、この条

例の施行の日前にした行為については、適用しない。 

６ 藤沢市建築審査会条例（昭和４０年藤沢市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則(平成３１年条例第４２号) 

この条例は、公布の日から施行する。（公布の日：平成３１年４月１日）ただし、第２条の規定は、

建築基準法の一部を改正する法律(平成３０年法律第６７号)の施行の日から施行する。（施行の日：令

和元年６月２５日） 

附 則(令和元年条例第２９号) 

この条例は、公布の日から施行する。（公布の日：令和元年１２月２０日） 

附 則(令和２年条例第３３号) 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則(令和３年条例第１号) 

この条例は、公布の日から施行する。（公布の日：令和３年５月２４日） 

附 則(令和４年条例第１号) 

この条例は、公布の日から施行する。（公布の日：令和４年６月１３日） 

附 則(令和６年条例第４号) 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


